
秋田県立秋田中央高等学校一交会会則 

 
第１条   本会は、秋田県立秋田中央高等学校一交会と称する。  
第２条   本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の連絡を緊密にしてその健全な

発展に寄与することを目的とする。        
第３条   本会は、通常会員、特別会員、及び名誉会員をもって構成する。  

通常会員は土崎町立実科高等女学校・土崎高等女学校・秋田市立高等女学校・

秋田市立中学校・秋田市立高等学校併設中学校・秋田市立高等学校及び秋田

県立秋田中央高等学校の卒業者並びに旧在校生（２年以上を原則とする）と

する。  
      特別会員は職員・旧職員とする。  
      名誉会員は、本会に功績顕著であった者で総会の承認を得る者とする。  
第４条   本会は会員の個人情報保護のための関連法令を遵守する 

2. 本会は会員の個人情報保護のため、別に定める一交会個人情報保護に関す

る方針を制定する 
第５条   本会の事務局を秋田県立秋田中央高等学校内におく。  
第６条   常任理事会の承認を得て、会員の在住する地方又は職場に支部をおくことが

できる。  
      但し、支部は、支部会員の意志で本会則に準じ規約を設けることができる。  
 
第７条   本会に次の役員を置く。  
      会長    １名  
      副会長   ６名（内１名は校長）  
      常任理事  若干名（内支部の代表者を含む。）  
      理事    卒業年次より選出された者をもって充てる。  
      会計監査  ３名  
      顧問    若干名  
第８条   本会の役員の選出は、次のとおりとする。  
      2. 会長、副会長（校長を除く）及び会計監査は、総会において選出する。  
           3. 常任理事、理事、幹事は会長が指名する。  

4. 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会長が推挙し、総会において承

認を得るものとする。  
5. 会長は、事務局担当を幹事のなかより委嘱する。  

第９条   役員の任期は、２年とし再任を妨げない。  
第１０条  役員の任務を次のとおり定める。  
      会長    本会を総括し、これを代表する。  
      副会長   会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。  
      常任理事  常任理事は、会務を分担し、連絡調整に当たる。  
      理事    理事は、この会の企画運営についての審議に当たる。  
      会計監査  本会の経理を監査し、総会において監査報告する。  
第１１条  本会に下記の事務職を置く 

1 事務局長 会長が役員の中から委嘱し、本会の会務を総括する 
2 事務職員 会長が委嘱し、本会の会務を行う 



3 情報処理責任者 会長が役員の中から委嘱し、本会の個人情報保護業務及

び情報処理業務会務を総括する 
4 情報処理担当者 会長が原則として会員の中から委嘱し、本会の情報処理

業務を行う 
第１２条  本会の目的を達成するために次の事業を行う。  
      母校への後援  
      会報並びに会員名簿の発行  
      会員の慶弔慰問（別紙規定による。）  
      その他必要と認めた事業  
 
第１３条  本会の議決機関は、総会及び常任理事会とし、会長がこれを招集する。  

但し、緊急の場合は、第１３条に規定する事項を除き常任理事会で決定し、

総会に報告するものとする。  
第１４条  総会は、本会の最高議決機関で年１回これを開く。開催時期は、年度末後の

３ヶ月以内とする。必要に応じて臨時総会を開くことができる。        
第１５条  総会に付議すべき事項を次のとおりとする。  
      会則の改正   
      規定の新設及び改正  
      会長・副会長・会計監査の選出  
      会の事業に関する事項  
      予算の議決及び決算の承認  
      その他必要と認めた事項  
第１６条  常任理事会は、総会への提出議案の決定及び重要事項につき協議するととも

に、随時、会を開き会務の円滑な運営を図る。  
第１７条  本会は、別に定めるところにより企画、財政、名簿及び広報を担当する各委

員会を常置する。  
 
第１８条  本会の会計は、会費、入会金、寄附金及びその他をもって充てる。  
第１９条  本会の会員は、毎年会費を納入し、入会者は、入会に際し入会金を納めるも

のとする。  
      第２項 前項のほか、必要に応じて臨時に徴収することができる。  
第２０条  本会は、別に定めるところにより基金を設けることができる。  
第２１条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。  
第２２条  本会に次の薄冊を備えるものとする。  
      会 則  
      会計簿  
      議事録  
      会計名簿  
      文書綴  
 
      付則  
      本会則は平成１４年６月１５日より施行する。  
      本会則の一部を平成１７年６月１８日に改正する。 
 


